岐阜市立女子短期大学地域連携センターＳ－ＣｅＮＣＥＲ登録要領


（趣旨）
第１条　この要領は、岐阜市立女子短期大学地域連携センター（以下「ＣｅＮＣＥＲ」という。）の活動に賛同し、ＣｅＮＣＥＲ関連事業に、参加又は協力する本学学生の登録に関して必要な事項を定める。
　（名称）
第２条　前条に定める制度の名称はＳ－ＣｅＮＣＥＲとする。
（対象事業）
第３条　Ｓ－ＣｅＮＣＥＲ登録者が参加又は協力する事業は、次に掲げるものとする。
(1)　ＣｅＮＣＥＲが主催として実施する事業
(2)　ＣｅＮＣＥＲが共催として実施する事業
(3)　ＣｅＮＣＥＲが支援して実施する事業
(4)　前３号に掲げるもののほか、地域連携センター長（以下「センター長」という。）が特に必要と認める事業
（登録）
第４条　Ｓ－ＣｅＮＣＥＲに登録ができるものは、本学に在籍する学生とする。
（登録の手続き）
第５条　Ｓ－ＣｅＮＣＥＲの登録をしようとするときは、Ｓ－ＣｅＮＣＥＲ登録申込書（様式第１号）をセンター長に提出しなければならない。
２　センター長は、前項の申込みがあったときは、Ｓ－ＣｅＮＣＥＲ登録台帳に登録するものとする。
（登録の変更）
第６条　前条第２項の規定に基づきＳ－ＣｅＮＣＥＲの登録されたもの（以下「登録者」という。）は、登録の内容に変更があったときは、センター長にＳ－ＣｅＮＣＥＲ登録変更届（様式第３号）を提出しなければならない。
２　センター長は、前項により届出を受理したときは、その内容を確認し、登録内容を変更するものとする。
 （登録の取消し）
第７条　登録者が登録の取消しを申し出たときは、センター長にＳ－ＣｅＮＣＥＲ登録抹消届（様式第４号）を提出しなければならない。
２　前項の規定に関わらず、学籍を喪失した場合は、登録を取り消すものとする。
（費用弁償等）
第８条 Ｓ－ＣｅＮＣＥＲ活動には予算の範囲内で報償費を支給することができる。
（庶務）
[bookmark: _GoBack]第９条　Ｓ－ＣｅＮＣＥＲ登録に関する事務は、総務管理課において処理する。
（その他） 
第１０条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、センター長が別に定める。
 
附 則
 この要領は、令和5年4月1日から施行する
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